
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

協定森林の所在地：東近江市茨川町 、吸収量算出結果：10.0ｔ-CO2 

審査年月日：平成 21 年２月３日 、認証期間：平成 21 年２月３日～平成 22 年２月２日 

 

・環境共生システム研究センターは、適時、必要 

に応じて、制度の運営全般に対して助言 

 

・琵琶湖森林づくりパートナー協定書による締結 

・県知事（もしくは、市長、町長）の立会い 

 

 

 

・協定に基づく森林づくり費用の支払い 

・契約主体は、原則的に山林所有者 

※長期施業受委託契約を結ぶ森林組合も対象 

 
 
 
・森林づくり計画の報告 

・森林整備等の実施 

・森林づくり実績報告 

１．パートナー協定締結 

２．森林づくり費用の支払い 

森づくり協定の流れ 

３．森林整備等の実施 

 

・パートナー企業・団体等が、湖東地域材循環 

システム協議会へ認証申請 

 

 

 

・現地調査マニュアルに基づき森林組合等 

による調査実施 

 

 

 

・滋賀県森林センターによる調査結果の現地確認 

・協議会に現地調査報告書を提出 

 

 

・協議会からの諮問をうけ、吸収認証審査基準に 

基づき専門委員会が審査 

 

 
・専門委員会は、協議会へ審査結果を答申 

 

 

 

・協議会は専門委員会の答申を受け、パートナー 

企業・団体等に対して認証の可否を通知 

・認証を行う場合は、証書の交付をもって通知 

４．CO2吸収量の認証申請 

５．現地調査実施と確認 

６．現地調査の報告 

７．専門委員会への諮問 

８．協議会への答申 

９．認 証 

助 言 

びわ湖の森CO2吸収認証制度の流れ 
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